
４ 個 人 ロ ー ン 

２０２４年１月４日現在 

商 品 名 
⑦ＮＣ・あみしんフリーローン 

（ＮＣカード株式会社保証付） 
  

ご利用いただけ 

る方 

以下の条件を満たす方 

・当金庫営業区域内に居住し、年齢満２０歳以上満６５歳以下の個人の方。 

・安定継続した収入がある方。 

・勤続年数２年以上の方。 

・ＮＣカード株式会社の会員でＮＣカード株式会社の保証を得られる方。 

（会員申込が同時のものも可） 

※詳しくは当金庫本支店の窓口でお問い合わせください。 

お 使 い み ち 
・事業資金以外の消費、生活、レジャー資金等健康で文化的な生活を営むため必 

要な資金で特に制限はありません。 

ご融資限度額 ・１０万円以上５００万円以内。（１万円単位） 

ご 利 用 期 間 ・６ケ月以上７年以内。（保証会社の承諾により１０年まで可） 

ご 融 資 利 率 ・固定金利。当金庫所定の金利を適用させていただきます。 

ご 返 済 方 法 
・毎月払の元利均等払とし、ボーナス時、増額返済の併用も可能です。ただし、
ボーナス返済分はご融資額の５０％以内で年２回６か月毎の返済となります。 

保 証 人 
・保証人は、ＮＣカード株式会社をご利用いただきますので、原則不要です。 

ただし、ＮＣカード株式会社が必要と認めた場合は、保証人が必要となります。 

手数料・保証料 

・ＮＣカード株式会社の所定の保証料が必要となります。なお、保証料は融資利

率に含まれております。 

・ご返済方法を変更されますと、融資条件変更手数料が必要となる場合がありま

す。 

必 要 書 類 

・申込の際、以下の書類等が必要となります。 

①運転免許証または健康保険証の写し。 

②所得証明に関する書類。 

・個人は、源泉徴収票または給与証明書の写し。 

・個人事業者は、納税証明書または確定申告書（税務署の受付印のあるもの） 

の写し。 

③保証会社が必要と認めた場合は、資金使途を確認するための見積書又は注文 

書の写し。 



苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

・苦情処理措置 

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク管理部(9 時～16 時

50 分、電話：0152-44-7116)にお申し出ください。また、北海道地区しんきん

相談所（9 時～17 時、電話：011-221-3273）、全国しんきん相談所（9 時～17

時、電話：03-3517-5825）でも苦情等のお申し出を受け付けています。 

・紛争解決措置 

東京弁護士会(電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会(電話：03-3595-8588)、

第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249) 、札幌弁護士会（電話：011-251-7730）

の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望される

お客さまは、当金庫営業日に、上記リスク管理部、北海道地区しんきん相談所、

または全国しんきん相談所へお申し出ください。なお、お客様から各弁護士会

に直接お申し出いただくことも可能です。 

そ の 他 

・審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。 

※現在のご融資利率やご返済額の試算等の詳しい内容につきましては、当金庫本
支店の窓口でお問い合わせください。 

 


